
お問合せ先 五島市つばき商品券発行実行委員会
・発送（配布）に関すること ： 72-7862(商工雇用政策課)
・福江地区の取扱店に関すること ： 72-3108(福江商工会議所）
・福江地区以外の取扱店に関すること ： 82-0702(五島市商工会）

令和８年５月１日において、五島市に住民登録のある者
ただし、発送時までに五島市から転出した方や、死亡などにより住民登録が
抹消された方を除きます。

対象者

エネルギーや食料品等の物価高騰の影響を受ける市民生活への支援、
消費喚起による市内経済の活性化を目的として、全市民を対象に市民
１人当たり１５，０００円の商品券を配布します（事前申込不要）。
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15,000円国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」、長崎県の「ながさき消費
拡大・地元企業応援事業費補助金」を活用した事業です。

１人あたり１５，０００円分の商品券  額面１５，０００円（１，０００円×１５枚綴）
うち共通券：１０枚 専用券：５枚

配布内容

世帯ごとに、住民票に記載されている住所に郵送します。
※長期入院、施設入所などにより、住所地での受取りが困難である方は、商工雇用政策課
（72-7862）までご相談ください。

配布方法

令和８年６月中旬から郵送を開始します。（予定）発送時期

商品券到着後（令和８年６月中旬）から令和８年９月３０日（水）まで使用期間

商品券の利用店舗については、商品券郵送時に一覧を同封します。
また、後日、五島市公式ホームパージまるごとうに掲載します。

利用店舗

商品券到着後（令和８年６月中旬）から令和８年１０月２３日（金）まで（平日のみ）
※現在、取扱店を募集中です。福江商工会議所または五島市商工会での

 登録申し込みが必要となります。
換金期間

取扱店の方へ

15,000円


	スライド 1

